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佐
賀
県
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 
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成
二
十
二
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三
月
二
十
五
日 
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佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号 

佐
賀
県
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

佐
賀
県
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規

則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
、

「
第
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
「
各
号
に
定
め
る
」
を
「
各
号
に

掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
週
休
日
の
振
替
等
」
の
下
に
「
（
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
。
以
下
「
勤
務
時
間

規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
振
替
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、「
割
り
振
ら
れ
た
場
合
」
を
「
割
り
振
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
時
間
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
除
く
。
） 

割
振
り
変
更
前
」
を
「
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
割
振
り
変
更
前
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
場
合
で
」
を
「
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
四
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
四
項
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
勤
務
と
す
る
。 

一 

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
勤
務
時

間
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者
（
人
事
委
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員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

次
に
掲
げ
る
日 

イ 

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日 

ロ 
当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替
（
勤
務
時
間
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

週
休
日
の
振
替
を
い
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
日
曜
日
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ
れ
た
日 

二 

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
勤
務
時
間

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者
（
当
該
月
に

お
け
る
週
休
日
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
限
る
。
以
下
「
原
週
休

日
」
と
い
う
。
）
の
日
数
が
当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
に
満
た
な
い
職
員
そ
の
他

人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 
次
に
掲
げ
る
日 

イ 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日 

(1) 

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合 

当
該
月
に
お
け
る
最

初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の

間
の
原
週
休
日 

(2) 

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合 

当
該
月
に
お
け
る
最

初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の

間
の
原
週
休
日 

 
 

ロ 

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替
（
勤
務
時
間
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

週
休
日
の
振
替
を
い
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ

れ
た
日 

(1) 

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四

で
あ
る
場
合 

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら

数
え
て
四
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日 

(2) 

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
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で
あ
る
場
合 

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら

数
え
て
五
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮

し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日 

５ 

前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
次
項
」
を
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤

務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日
又
は
次
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

２ 

職
員
が
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
時
間
外
勤

務
代
休
時
間
に
勤
務
し
た
場
合
に
お
い
て
支
給
す
る
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指

定
に
代
え
ら
れ
た
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
外
勤
務
手
当
に
対
す
る
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
条
例
第
六

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
日
の
属
す
る
給

与
期
間
の
次
の
」
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
号
）
」
の
下
に
「
及
び
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
勤
務

命
令
簿
（
様
式
第
三
号
）
」
を
加
え
る
。 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第2号(第23条関係) 

時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿 

 (  年  月分)                                        職名        氏名             

事前命令 勤 務 命 令 時 間 勤務の区分 

時間外勤務 
左 の

時間数 

休憩等

時間数 

勤 務

時間数 第1項勤務 

（時間・分） 

第3項勤務

(時間・分)

150/100 175/100 

60時間超 60時間超 

所

属

長

印 

第二

次監

督責

任者

印 

直接

監督

責任

者印 

従

事

者

印 

日

始期及 

び終期 

 

( 時 ・ 分 ～

時・分) 

A 

 

(時間・

分) 

B 

 

(時間・

分) 

A－B

 

(時間・

分) 

100/

100

125/

100

135/

100 60時

間前 50/

100

25/

100

15/

100

計

160/ 

100 
50/ 

100 

25/

100

15/

100

計

25/

100

（60時

間前）

50/

100

（60時

間超）

累計

 

(時間

・分)

休日

勤務

 

(時間

・分)

夜間

勤務

 

(時間

・分)

従事事務の

内容 

(具体的に

記入するこ

と。) 

備 考 

 

(命令変更

等の理由) 

所

属

長

確

認

印 

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：      

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

          ： ～ ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：       

月    計 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

備考  1 「勤務命令時間」欄及び「勤務の区分」欄の時間及び時間数は、正確に分単位で記入すること。 

2 「休憩等時間数」欄には、休憩時間、自由時間、出張中の移動時間(業務に要する時間を除く。)その他時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)の対象とならない時間の時間数を記 

入すること。 

3 「勤務の区分」欄には、「勤務時間数」欄の時間数を時間外勤務等の勤務及び支給割合の区分別にその時間数を記入すること。 

4 「第1項勤務」欄には、県職員給与条例第13条第4項又は学校職員給与条例第14条第4項に規定する第1項勤務の時間数を記入すること。 

5 「第3項勤務」欄には、県職員給与条例第13条第4項又は学校職員給与条例第14条第4項に規定する第3項勤務の時間数を記入すること。 

6 「60時間前」欄には、県職員給与条例第13条第1項又は学校職員給与条例第14条第1項の規定により150/100の支給割合となる時間数を記入すること。 

7 「60時間超」欄には、県職員給与条例第13条第4項又は学校職員給与条例第14条第4項の規定により150/100又は175/100の支給割合となる時間数を、同項適用前の支給割合に対する加算割合別に記入すること。 

8 「累計」欄には、第1項勤務（日曜日又はこれに相当する日の勤務を除く。）及び第3項勤務の合計時間数の当該月における累計時間数を記入すること。 

9 「休日勤務」欄には、休日勤務手当が支給されることとなる時間数を記入し、休日勤務手当が支給されることとなる日の時間外勤務の時間数は「時間外勤務」欄に記入すること。 

10 事前命令による勤務時間と実際に勤務した時間が異なつた場合には、「勤務命令時間」欄及び「勤務の区分」欄の記入事項を朱書により訂正すること。 

11 所属長は、時間外勤務等の命令を行つた場合には、職員からの報告に基づき時間外勤務等の状況を確認のうえ、「所属長確認印」欄に押印すること。 

12 「備考」欄には、事前命令による時間と実際に勤務した時間が異なつた理由又は事前命令を受けることができなかつた理由を記入すること。 

13 任命権者は、職員の勤務形態等に応じてこの様式の不必要な欄を省略することができる。 

14 任命権者は、特別の職種のためこの様式により難いと認める場合には、この様式に準じて別に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿の様式を定めることができる。 

様式第２号（第 23 条関係） 
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様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第3号(第23条関係) 

時間外勤務代休時間勤務命令簿 

 (  年  月分)                                     職名        氏名            

事前命令 時間外勤務代休時間 勤務命令時間 

勤務時間数(時間・分) 

所属 

長印 

第二次

監督責

任者印

直接監

督責任

者印

従事

者印 
日 

指定された時間

 

(時・分～時・分)

時間

外勤

務の

属す

る月

始期及び終期 

 

(時・分～時・分)
 

 
25/100 50/100 15/100 

従事事務の内容 

(具体的に記入すること。)

備 考 

 

(命令変更等の理由)

所属長

確認印 

          ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：      

          ：  ～  ：   ：  ～  ： ： ： ： ：       

          ：  ～  ：   ：  ～  ： ： ： ： ：       

         ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：       

         ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：       

         ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：       

         ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：       

         ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：       

         ：  ～  ：  ：  ～  ： ： ： ： ：       

      月 分  ： ： ： ： 
計 

      月 分  ： ： ： ： 

備考  1 「時間外勤務代休時間」欄及び「勤務命令時間」欄の時間及び時間数は、正確に分単位で記入すること。 

2 「指定された時間」欄には、勤務時間条例第6条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間を記入すること。 

3 「時間外勤務の属する月」欄には、時間外勤務代休時間に代えられた時間外勤務時間が属する月を記入すること。 

4 「25/100」欄には、勤務時間数のうち勤務時間規則第3条の3第2項第1号の規定により換算された時間外勤務代休時間の時間数を記入すること。 

5 「50/100」欄には、勤務時間数のうち勤務時間規則第3条の3第2項第2号の規定により換算された時間外勤務代休時間の時間数を記入すること。 

6 「15/100」欄には、勤務時間数のうち勤務時間規則第3条の3第2項第3号の規定により換算された時間外勤務代休時間の時間数を記入すること。 

7 事前命令による勤務時間と実際に勤務した時間が異なつた場合には、「勤務命令時間」欄及び「勤務の区分」欄の記入事項を朱書により訂正すること。 

8 所属長は、時間外勤務代休時間勤務の命令を行つた場合には、職員からの報告に基づき勤務の状況を確認のうえ、「所属長確認印」欄に押印すること。 

9 「備考」欄には、事前命令による時間と実際に勤務した時間が異なつた理由又は事前命令を受けることができなかつた理由を記入すること。 

    10 「計」には、「時間外勤務代休時間の属する月」ごとの1ヶ月の勤務時間数の合計を記入すること。 

様式第３号（第 23 条関係） 
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附 

則 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


